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平成３０年第８回邑南町議会定例会（第１日目）会議録 

【平成３０年１２月３日（月）】 

―― 午前９時３０分 開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開会宣告 

●山中議長（山中康樹） おはようございます。定足数に達しておりますので、ただ今から、 

平成３０年第８回邑南町議会定例会を開会をいたします。議長の諸般の報告につきまして

は、お手元に配付をしたとおりですので、ご覧いただきたいと思います。これより、本日

の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございます。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

●山中議長（山中康樹） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。１０番、清水議員。 

１１番、辰田議員。お願いをいたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

●山中議長（山中康樹） 日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りをいたします。 

本定例会の会期は、本日、１２月３日から１２月１４日までの１２日間といたしたいと思

います。これにご異議はありませんか。 

                   （「異議なし」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）  異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日、１２ 

月３日から１２月１４日までの１２日間とすることに決定をいたしました。 

                       ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第３ 行政報告 

●山中議長（山中康樹）  日程第３、行政報告。これより町長に行政報告、及び諸般の報告を 

行っていただきます。 

○石橋町長（石橋良治） はい、議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 石橋町長。 

○石橋町長（石橋良治） 平成３０年第８回邑南町議会定例会にあたり、諸議案の説明に先 

立ちまして、行政報告及び諸般の報告を申し上げます。まず始めに、高齢者叙勲が１０

月１日に発表され瑞穂地域高原地区の長谷川日出登さんが瑞宝双光章を受章されまし

た。次に、１１月３日に秋の叙勲が発表され、羽須美地域阿須那地区の細貝輝男さん

が瑞宝単光章を、同じく危険業務従事者叙勲も発表され、石見地域日和地区の島田隆

文さん、井原地区の野田嘉男さんがそれぞれ瑞宝双光章を受章されました。また、永

年保護司として更生保護事業に功績のあった寺本堯 憲
ぎょうけん

さんが法務大臣表彰を受けら
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れました。これまでのご功績を讃えるとともに、心からお慶び申し上げます。 

次に、米軍機騒音等対策について申し上げます。邑南町を含め、県西部における米軍機

の騒音件数は、年間８４０回程度あり、依然として横ばいの状況が続いています。また、

米軍機騒音等対策協議会では、これまで再三にわたり防衛省を通じて訓練内容や訓練日時

についての情報提供を求めていましたが、米軍側からの回答は無く、また、防衛省からも

米軍側と協議した結果の回答が無い状況がつづいていました。このような状況を踏まえ、

１１月１６日に米軍機騒音等対策協議会として、改めて、防衛省の山田宏政務官及び、外

務省の佐藤正久副大臣に対し現状を訴えたところ、新たに防衛省から、要望活動について

米軍側と協議した結果をまとめ、県及び地元自治体に対して報告する事を確認することが

できました。今回の要望活動により得た情報をもとに、今後も米軍機騒音等対策に努めて

いきたいと考えています。 

次に、ＪＲ三江線跡地における実証実験について申し上げます。この実証実験は、 

西日本旅客鉄道株式会社米子支社と邑南町が、６月１８日に締結した、土地等使用貸

借契約書に基づき、ＮＰＯ法人江の川鐵道に委託して取り組まれています。期間は平

成３０年７月２０日から平成３１年１月３１日までとなっております。７月２１日に

行われた、宇都井駅舎の清掃活動を皮切りに、８月１１日から８月１４日まで、宇都

井駅舎を活用した、そうめん流し、８月３１日には、宇都井駅誕生祭、９月には１日

から２４日までの土日を中心に、宇都井駅ホームを活用した、ソラメシや天空のカフ

ェが開催されました。また、１０月には、観光用トロッコ型車両を使った実証実験も

実施され、旧口羽駅周辺では、往復１,４００ｍの乗車体験及びＶＲ映像体験が１３日

から２８日までの土曜日曜に６日間実施されました。また、１１月には、旧宇都井駅

周辺で、ＪＲ西日本にも協賛いただき安全対策を講じたうえで、トンネルを含む往復

８００ｍの乗車体験及びＶＲ映像体験が８日から２４日まで土曜日曜を中心に８日間

実施されました。これらの乗車体験は、一日会員として有料登録頂いて実施されまし

た。乗車定員延べ５７６名に対し４７７名、乗車率８２％の方が体験されました。１

１月末までに実施された、田舎イルミ以外の新たなイベントへの参加者数は延べ１,

９３５名で、ＮＰＯ法人江の川鐵道さんからは、アンケート調査の結果も踏まえ、参

加者の満足度も高く、可能性を感じるとの報告を受けています。正式には１月末の実

証実験終了時に、今後の活用も含め事業報告をいただく事となっております。 

次に、矢上高校生の活躍について申し上げます。まず、７月３１日に出雲農林高校 

で開催されました島根県学校農業クラブ連盟鑑定競技において、産業技術科２年の  

山野春太郎
し ゅ ん たろ う

さんが最優秀賞を、また１年生の豊田
と よ だ

美桜
み お

さんが優秀賞を、それぞれ受賞

されました。最優秀賞の受賞は昨年に続き２年連続となります。農業鑑定競技とは、 

農業に関する知識や技術に対し、鑑定・判定・診断等を行う技術を競い合い、職業的
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な能力を高めることを目的とした競技会です。お二人は島根県代表として、１０月２

４日に第６９回日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技会に出場され、２人とも優

秀賞を受賞されました。次に、９月２２日に開催された高校生が料理のアイディアを

競う、第３回食の縁結び甲子園の島根県予選では、事前の書類審査を勝ち抜いたチー

ムの中から矢上高校普通科３年生で、フードデザインという授業を選択する３人によ

り構成された、チームバレーボールが見事優秀賞に輝き、１１月１０日に松江市で開

かれた全国大会に出場しました。矢上高校からは、昨年に続き２年連続の出場となり

ました。おしくも入賞とはなりませんでしたが、調理の部、プレゼンテーションの部

と日頃練習してきた成果を存分に発揮しました。次に、１１月１３日に矢上高校応援

団設立総会が開催されました。矢上高校応援団は、矢上高校が地域にとってどれだけ

大切かを考え、地域から矢上高校を盛り上げようと、地元有志の方々により結成され

ました。矢上高校と地域の更なる連携に期待したいと思います。次に、１１月１７日

に、矢上高校創立７０周年記念式典が実施されました。昭和２３年に地元矢上町の人

々の手で建設されてから７０年、９,４００人を超える卒業生を輩出され全国でご活躍

いただいています。改めて矢上高校の存在意義を認識すると共に、今後ともその魅力

化等に積極的に取り組んでまいります。 

次に、邑南町地域公共交通網形成計画策定について申し上げます。１０月３０日の 

地域公共交通会議において、住民アンケート調査等をもとに、邑南町公共交通の現状 

と課題について報告をさせていただきました。その後、関係者のヒアリング、生活交

通検討委員会での意見交換を行い、邑南町の公共交通施策の方向性について貴重なご

意見をいただきました。今後は、１２月２０日に開催予定の邑南町地域公共交通会議

に、邑南町地域公共交通網形成計画案を提出するように準備を進めています。 

次に、羽須美地域デマンドについて申し上げます。現在、特定非営利活動法人はす 

み振興会と連携し、平成３１年４月１日の運行開始を目指して、国土交通大臣指定の

運転者認定講習会への参加や、利用者意向調査などを実施しています。１１月２２日

の生活交通検討委員会で協議を行い、内容についてご理解をいただいたところです。

今後は、１２月２０日に開催予定の邑南町有償運送運営協議会で羽須美地域デマンド

について協議を行うこととしております。 

次に、高齢者つどいの場づくり事業について申し上げます。今年度から始めました 

この事業は、地域の虚弱な高齢者の方に声がけしていただき、毎週、地域の拠点に集

まっていただき、それぞれ創意工夫した活動を行っていただくものです。毎週１回以

上の開催と、自力で来ることができない方の送迎、町で作成した人生１００年体操の

実施を必須としております。このことを通じ、介護予防の推進、閉じこもりの防止、

地域ぐるみの生活支援のきっかけづくりをねらいとしております。現在、阿須那地区

の寄り合い処 阿須那と布施地区の寄り合い処 田屋の２か所が立ち上がり、地域一
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体となって取り組んでいただいております。今後、他地区でも事業開始されるよう支

援してまいります。 

次に、邑南町健康センター元気館運動施設の利用状況について申し上げます。本年 

４月、元気館運動施設の管理運営業務を医療法人徳祐会へ委託して、約８か月が経過

致しました。業務内容はトレーニング室、プール、エアロビクス室の管理運営を行う

もので、４月から１０月までの利用者総数は平成２９年度が８,７８９人、３０年度が

９,８５８人となり、前年同期に比べ１,０６９人の増加となっています。これは健康

運動指導士が常駐し、トレーニング室利用者のニーズに対応した運動を実施したこと

や、水中運動教室の無い時間帯に水中運動指導をする機会を設ける工夫をしたことな

どが増加要因となっており、利用者数は順調に伸びております。本町では、これらの

例にあるように行財政改善を進める観点からも、民間の力を生かしたまちづくりを推

進してまいります。 

  次に、農林業振興について申し上げます。はじめに、本年の水稲の作況でございま 

すが、１０月３１日に発表された１０月１５日現在の農林水産統計によりますと、全

国の作況指数は９９の平年並みで、予想収穫量は主食用米が７３２万９，０００トン

で、前年に比べ２万トンの増収が見込まれております。また、１０月１５日現在にお

ける島根県全体の作況指数は１０３でやや良となっておりますが、県西部地域は１０

０の平年並みと発表されており、邑南町のような中山間地では発表の数値以上の減収

が感じられております。これら作柄状況や作付状況、民間在庫量の推定、需給見通し

等を勘案し、島根県農業再生協議会では、来年度の県内での作付面積をおおよそ今年

の作付面積と同等にするという見込みを立てておられるようですので、邑南町

でもこれに準じた方向で来年度の作付計画を策定し、農家の皆さんには自治会

ごとの作付面積の目安を１２月中にお示ししていきたと考えております。 

次に、今年の町内産米の品質についてですが、１１月１２日現在の水稲うる 

ち玄米の１等米比率が９０.２％となっており、昨年同期の９１.９％から１.７

％下がっております。夏場に続いた高温と水不足の影響を考えますと、９０％

台が維持できたということは、水稲生産者の皆さんや関係者の皆さんの努力の

あとが感じられるという気がしております。来年度に向けても土づくり、遅植

え、水管理といった良質米生産の基本の徹底に取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

  次に、１０月６日から８日まで、いこいの村しまねを主会場に開催いたしまし 

た田舎リノベスクールｉｎ邑南町について申し上げます。この催しは邑南町顧問

金堀一郎氏にご尽力をいただき、林業の活性化と移住・定住促進の起爆剤となる

ことを目指して開催したもので、田舎に眠る資源を発掘し、新しい時代ニーズに

ふさわしい魅力あるまちづくりや地域にふさわしい産業おこしをする具体的な構
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想づくりのプロジェクトとして、古材・古家具流通センター、空き家の利活用と

経営、ＤＩＹ型古民家再生のための人材育成、木工産業起しの学校づくりをテー

マに、各テーマで先進的に取り組まれている講師を中心にして、３日間のスクー

ルを開催しました。スクールには東京・神戸・広島など町外から２６名、町内か

ら５名の計３１名の参加があり、町内の様々な資源を活用した取り組みの構想な

どについて熱心に議論をいただきました。各テーマで議論していただいた内容に

ついては、スクール最終日に公開プレゼンテーションとして発表していただき、

今後の邑南町の取り組む方向性について大変参考となるものでありました。また、

参加された皆さんからは、このスクールをきっかけに是非邑南町の発展に協力したい

といった声もたくさんいただくことができ、新たな人材とのつながりも生むことがで

きました。この取り組みをきっかけに田舎リノベーションの大きなうねりを起こして

行くことができればと考えております。 

  次に、にっぽんＡ級グルメのまち連合の結成について申し上げます。１１月１３日 

に東京都千代田区内にある、千代田プラットホームサービスにおいて、本当に美味し

いものは地方にあるをコンセプトに、本町が発起人となり、北から北海道鹿部町、福

井県小浜市、島根県西ノ島町、宮崎県都農町の１市４町で、にっぽんＡ級グルメのま

ち連合を結成いたしました。今後は本町がＡ級グルメ構想で培ったノウハウを共有し、

首都圏における情報発信及び販路の拡大及び地域おこし協力隊の募集及び人材育成を

共同で行い、更なる事業の推進に努めていきたいと考えております。 

  次に、町営住宅の住宅料の還付について申し上げます。平成２４年４月１日に地域 

自主性一括法に伴う公営住宅法などの一部改正が施行されました。そのなかで、住宅

料の割り増しを行わない世帯、いわゆる裁量階層の対象世帯について条例で定めるこ

ととなりました。本町では、平成２５年度から高齢者世帯や子育て世帯に適用するこ

ととしていましたが、新規入居世帯のみ対象とし、それ以前の入居者には適用を怠っ

ていたため、割増料を加算していたことが判明しました。１０月に事実を公表し、該

当世帯にお詫び申し上げるとともに、算定誤りの内容と今後の対応方針について説明

させていただいたところであります。該当世帯へなるべく早い時期に還付ができるよ

う確認作業を進めてまいりましたが、還付すべき額が判明しましたので、利息相当額

の還付加算金を加えて該当世帯へ還付手続きを行うため、本定例会で補正予算を提案

しておりますのでご審議いただきますようお願いいたします。 

  次に、学校教育課の関係について申し上げます。教育委員の任命ですが、１１月２ 

０日付で瑞穂地域、出羽地区の森岡弘典さんを教育委員として再任をいたしました。

任命されました森岡教育委員さんのご活躍を期待するところです。 

  次に、生涯学習課関係について申し上げます。東京オリンピック・パラリンピック 

の取り組みについてです。先般、１０月１１日から１５日までフィンランド共和国ゴ
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ールボールチームの視察団を受け入れました。その間は町民の皆様のご支援ご協力い

ただき、また実行委員会の皆様ほか、関係者の方々からいろいろなアイディアをいた

だき、邑南町版最高のおもてなしを意識した取り組みができたのではないかと思いま

す。あらためて感謝申し上げます。この町民の皆様の結束力により、念願でありまし

た東京パラリンピックのゴールボールの事前合宿地として認めていただき、覚書を締

結することができました。喜びと安堵でいっぱいでございます。視察団のティモ・ペ

ルコネン団長は、私たちを歓迎したいという気持ちが強く伝わってきたのが決め手で

した。と締結に至った思いを話していただきました。東京オリンピック・パラリンピ

ックまで２年を切りました。この締結を新たなスタートとして位置づけ、事前合宿に

向けての準備はもちろんでありますが、この取り組みの目的でもある共生社会の実現

に向け、今以上のスピード感を持った、具体的な取り組が急務と考えます。東京オリ

ンピック・パラリンピックの取り組みで何を残していくのか、今一度確認し、確実に

進めていきたいと思います。次に、旧山﨑家住宅について申し上げます。平成２９年

３月議会におきまして、債務負担行為を議決いただき、２年をかけ、建屋の耐震補強、

茅葺き屋根の全面葺き替え等の大規模改修を実施いたしました。現在は、主な工事は

終了し、最終の段階を迎えているとの報告を受けております。日貫地区の地区別戦略

の計画にもあるように、旧山﨑家住宅での生活体験事業等様々な参加型体験活動を通

して交流人口の増加、将来のＵＩターンの増加を期待し、この改修工事を実施いたし

ました。今後は、文化交流及び地域活性化の拠点として、将来に向かっての地域を繋

げていけるよう、共に知恵を出し合いながら、当初の目的達成のための取り組みを積

極的に進めてまいりたいと思います。 

  次に、邑南町発注の公共事業についてでございますが、これは別紙一覧表で発注状 

況をご報告させていただきますのでそちらをご覧ください。 

以上、１２月議会定例会の開会にあたり、本年度の諸施策について、行政報告をさせて 

いただきました。なお、本定例会に提案いたします議案は、条例案４件、補正予算案５件、 

その他３件、合せて１２件としています。何卒、慎重にご審議の上、適切な議決を賜りま

すようお願い申し上げます。 

続きまして、諸般の報告をさせていただきます。始めに、江津邑智消防組合の決算 

でございますが、江津邑智消防組合議会定例会が９月２７日に開催され、平成２９年 

度の一般会計歳入歳出決算が認定されましたので、その決算概要についてご報告申し

上げます。まず、平成２９年中の組合管内におきます火災発生件数は２７件で前年比

４件の減少となり、そのうち本町が６件で前年比５件の減少となっています。また、

救急出動件数は２，４５２件で前年比１３９件の減少となり、そのうち本町が６１５

件で前年比１９件の減少となっています。搬送人数は２，３５９名で、そのうち６５

歳以上は１，８０４名、ドクターヘリによる搬送は１０８名となっています。次に、
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２９年度の歳入歳出の決算状況でございますが、お手元に決算書をお配りしています

ので、資料№１の３ページをご覧ください。歳入総額は１２億９，７９１万６，００

０円、歳出総額は１２億７，５３１万３，０００円で、歳入歳出差引残額は２，２６

０万３，０００円でございます。歳入における決算額でございますが、１ページをご

覧ください。構成市町からの負担金は１１億４，４０３万４，０００円で、歳入総額

の８８.１％を占めております。本町の負担金は、３億４，１８４万６，０００円で、

前年度に比べ１，１６８万５，０００円、３.５％の増額となり、４市町合計の２９.

９％を占めております。負担金のうち普通交付税算入額２億７，７０２万２，０００

円を差し引いた実質一般財源負担額は６，４８２万４，０００円でございます。次に、

歳出における決算額でございますが、２ページをご覧ください。消防費の決算額、１

０億３，７５５万１，７８０円の内訳は、常備消防費が９億７，３７４万１，４５７

円、消防施設費が６，３８１万３２３円で、常備消防費の主なものは、報酬・給料等の

人件費８億５，３６４万９，３７５円で、消防施設費の主なものは、高規格救急自動車更

新整備事業が３，３６７万４，８８０円、署所改修工事が２，１１７万７，９００円、

指揮支援車更新整備事業が７２３万３，４２０円となっています。消防施設整備事業

債を新たに１，９３０万円発行しましたので、地方債残高は９億６，４３７万５，０

００円となっております。財産に関する状況につきましては、４ページのとおりとな

っていますのでご覧いただきたいと思います。 

  次に、公立邑智病院の決算でございますが、邑智郡公立病院組合議会が９月２０日 

に開催され、平成２９年度の公立邑智病院事業会計収支決算が認定されましたので、

その決算概要についてご報告申し上げます。お手元に決算書をお配りしていますので、

資料№２をご覧ください。地域医療を担う自治体病院の課題として、医師の確保は重

点項目のひとつです。平成２９年度は新たな医療連携として、島根大学とクロスアポ

イントメント制度に関する協定を締結し、泌尿器科の常勤医師が着任しました。クロ

スアポイントメントとは、診療、教育、研究及び地域連携の推進を目的に、大学と当

院の両方に雇用され、協定に定める割合でそれぞれの病院に従事するものであり、現

在の比率は大学２割、当院８割となっています。また、県の補助を受けて育成した診

療看護師が業務に就き、手順書をもって特定行為を行うことで総合診療科を中心に診

療の支援を行うなど医師の負担軽減についても取り組みました。他に勤務環境面では、

職員授乳室の整備や、敷地内に灯りのある環境を整備し新公立邑智病院改革プランに

も掲げている、医療スタッフの確保に努めた一年でした。業務の状況につきましては、

９ページをご覧ください。入院・外来別患者数の推移をみますと、年間入院患者数は

３万２，１３２人で、対前年度５８９人、１.８％の減少、１日平均入院患者数は８８.

０人で、前年度と比較しますと１.６人、１.８％の減少、病床稼働率は８９.８％と１.７

ポイントの減少となりました。一方、外来患者の内訳は、年間外来患者数は５万１，
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０６１人で、対前年度３０７人、０.６％増加、１日平均外来患者数が２０９．３人で

前年度と比較しますと０.４人、０.２％増加となっております。こうした影響を受け

た収益的収支の決算額でございますが、１ページをご覧ください。病院事業収益は、

１９億６，４０６万２，３４２円、病院事業費用は、１８億７１９万５，２０５円で、

３ページにありますように、差し引き１億５，５７９万３，２００円の経常利益を出

すことができました。次に資本的収支の状況でございますが、２ページをご覧くださ

い。資本的収入は、１億６５４万４，０００円、資本的支出は、１億９，０５１万１

９５円となり、不足する額８，３９６万６，１９５円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金で補填しています。次に資産の

状況でございますが、４ページから５ページをご覧ください。平成２９年度末で、固

定資産、流動資産を合わせまして、資産合計は３５億１，６５１万９，１２４円でご

ざいます。また、企業債未償還元金残高は、８ページにありますように７億５，９０

１万７，８７９円となっておりますので併せてご報告いたします。以上、江津邑智消

防組合と公立邑智病院の決算についてご報告申し上げます。以上でございます。 

●山中議長（山中康樹） 以上で、町長の行政報告、は終了いたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第４ 報告事項 

●山中議長（山中康樹） 日程第４、報告事項。報告第１５号、専決処分の報告について。報 

告第１６号、例月現金出納検査結果報告について。以上、２件の報告がありました。お手

元にその写しを配布しております。この配布をもちまして、議会に対する報告といたしま

す。ご了承ください。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第５ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

●山中議長（山中康樹） 日程第５、先議といたしまして、議案の上程、説明、質疑、討論、 

採決に入ります。議案第８８号、工事請負契約の締結について。議案第８９号、工事請負

契約の締結について。議案第９０号、工事請負契約の締結について。以上、議案３件につ

きましては、関連がありますので一括上程をいたします。それでは、３件一括して、提出

者から提案理由の説明を求めます 

～～～○～～～ 

（議案第８８号～議案第９０号） 

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 石橋町長。 

○石橋町長（石橋良治） 議案第８８号から議案第９０号までの提案理由をご説明申し上げ 

ます。議案第８８号、邑南町立小中学校空調設備整備事業Ａ工区空調設置工事にかかる工

事請負契約の締結について。議案第８９号、邑南町立小中学校空調設備整備事業Ｂ工区空
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調設置工事にかかる工事請負契約の締結について。議案第９０号、邑南町立小中学校空調

設備整備事業Ｃ工区空調設置工事にかかる工事請負契約の締結について。いずれも議会の

議決を求めるものでございます。すでに、相手方と仮契約を結んでおりますので、ご審議

のほどよろしくお願いします。詳細につきましては、学校教育課長から説明をさせますの

で、よろしくお願いいたします。 

○洲濵学校教育課長（洲濵浩敏） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 洲濵学校教育課長。 

○洲濵学校教育課長（洲濵浩敏） 議案第８８号、工事請負契約の締結についてご説明申し上 

げます。工事名は、邑南町立小中学校空調設備整備事業Ａ工区空調設置工事です。工事場

所は邑南町、口羽小、阿須那小、高原小、羽須美中地内です。平成３０年１１月２１日臨

時議会で、補正予算第５号の可決後、第１受託候補者との仮契約の交渉を実施した結果、

山陰クボタ水道用材株式会社、邑南営業所長、下橋史紀氏と税抜き５，７００万円、消費

税を加えました、６，１５６万円の契約金額で、１１月２７日に仮契約を締結したところ

です。工事概要は、４校の普通教室と特別教室の２３室に空調設備の設置を実施します。

来年度の暑くなる時期までには設置完了をするよう計画をしております。工期は、平成３

１年９月２７日までとしております。 

次に議案第８９号、工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。工事名は、邑南 

町立小中学校空調設備整備事業Ｂ工区空調設置工事です。工事場所は邑南町、瑞穂小、石

見東小、瑞穂中地内です。第１受託候補者との仮契約の交渉を実施した結果、島根電工株

式会社、川本営業所所長、山尾峰之氏と税抜き５，０００万円、消費税を加えました、５，

４００万円の契約金額で、１１月２７日に仮契約を締結したところでございます。工事概

要は、３校の普通教室と特別教室の２２室に空調設備の設置を実施します。工期は、平成

３１年９月２７日までとしております。 

次に議案第９０号、工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。工事名は、邑南 

町立小中学校空調設備整備事業Ｃ工区空調設置工事です。工事場所は邑南町、市木小、矢

上小、日貫小、石見中地内です。第１受託候補者の株式会社森下電設工業、島根瑞穂営業

所所長、福田広信氏と税抜き５，７７０万円、消費税を加えました６，２３１万６，００

０円の契約金額で、１１月２７日に仮契約を締結したところでございます。工事概要は、

４校の普通教室と特別教室の２５室に空調設備の設置を実施します。工期は、平成３１年

９月２７日までとしております。 

今後全国的に、学校に空調設備を設置する工事が計画されており、機器の確保が急がれ 

るため、今回先議をお願いしております。以上、工事請負契約を締結したいので、本契約

は予定価格が５，０００万円以上の工事請負であるため、地方自治法第９６条第１項及び

邑南町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 
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●山中議長（山中康樹） 以上で、提出者からの説明は終了いたしました。 

～～～○～～～ 

●山中議長（山中康樹） これより、質疑に入ります。はじめに、議案第８８号に対する質疑 

に入ります。質疑はありませんか。ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、議案第８８号の質疑を終わります。続きまして、 

議案第８９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、議案第８９号の質疑を終わります。続きまして、

議案第９０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、議案第８８号から議案第９０号の質疑を終わり 

ます。 

～～～○～～～ 

●山中議長（山中康樹） これより、討論、採決に入ります。討論は、反対討論から始め、賛 

成討論、反対討論と交互に行います。はじめに、議案第８８号に対する討論に入ります。

反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

８８号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手が全員か） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第８８号、工事請負契約の締結 

につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第８９号に対する討 

論に入ります。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案 

第８９号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手が全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第８９号、工事請負契約の締結 

につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第９０号に対する討 

論に入ります。反対討論はありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●山中議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第 

９０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（挙手が全員） 

●山中議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第９０号、工事請負契約の締結 

につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第６ 議案の上程、説明 

●山中議長（山中康樹） 日程第６、議案の上程、説明に入ります。議案第９１号、邑南町税 

条例の一部改正について。議案第９２号、邑南町研修施設条例の一部改正について。議案

第９３号、邑南町特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正について。議案第９４号、邑南町

学校給食費条例の一部改正について。議案第９５号、平成３０年度邑南町一般会計補正予

算第６号について。議案第９６号、平成３０年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予

算第３号について。議案第９７号、平成３０年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別

会計補正予算第４号について。議案第９８号、平成３０年度邑南町後期高齢者医療事業特

別会計補正予算第２号について。議案第９９号、平成３０年度邑南町電気通信事業特別会

計補正予算第２号について。以上、９議案を一括上程いたします。提出者からの、提案理

由の説明を求めます。 

～～～○～～～ 

（議案第９１号～議案第９４号） 

○石橋町長（石橋良治） はい、議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 石橋町長。 

○石橋町長（石橋良治） 議案第９１号から議案第９４号までの提案理由をご説明申し上げ 

ます。まず、議案第９１号、邑南町税条例の一部改正についてでございますが、これは自

動車取得税の廃止により新たに環境性能割の非課税及び課税免除の範囲を規定する改正

でございます。次に、議案第９２号、邑南町研修施設条例の一部改正についてでございま

すが、これは邑学館の使用料の改定に伴う改正でございます。次に、議案第９３号、邑南

町特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正についてでございますが、これは地域優良賃貸住

宅制度要綱による名称の変更及び住宅の新設に伴う改正でございます。次に、議案第９４

号、邑南町学校給食費条例の一部改正についてでございますが、これは学校給食費の日額

の見直しに伴う改正でございます。以上詳細につきましては、それぞれ担当課長から説明

をさせますのでよろしくお願いします。 

○種税務課長（種文昭） 議長、番外。 



 - 12 -

●山中議長（山中康樹） 種税務課長。 

○種税務課長（種文昭） 議案第９１号、邑南町税条例の一部改正についてご説明申し上げま

す。この度の改正は、平成３１年１０月１日に消費税率１０％課税が施行される時点で、

自動車取得税が廃止され、軽自動車税は、環境性能割と種別割に区分して課税することに

なりますが、軽自動車税環境性能割につきましては、町税ではございますが、地方税法附

則第２９条の９の規定によりまして、当分の間、県が賦課徴収を行うことに伴い、非課税

の範囲、課税免除について規定する条例改正でございます。それでは、改正の内容につい

てご説明いたします。新旧対照表をお開きください。第８１条の２は、日本赤十字社の所

有する軽自動車等に対する環境性能割の非課税の範囲を規定しております。見出し及び第

１項中、現行で軽自動車税とあるのは、環境性能割に改めております。第１項中、第２号

から第５号を追加しております。これは、県が賦課徴収を行うことに伴い、事務処理の繁

雑化を防ぐため、島根県県税条例と非課税の範囲が同一となるよう改正するものでござい

ます。第８１条の９は、環境性能割の課税免除についての規定を新たに設けるものでござ

います。公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車のうち必要と認めるものに対して、

課税を免除するとしております。第８１条の１０は、日本赤十字社の所有する軽自動車等

に対する種別割の非課税の範囲の規定を新たに設けるもので、非課税の範囲は、現行の軽

自動車税の範囲と同一でございます。次のページでございます。附則第１５条の３の２は、

軽自動車税の環境性能割の課税免除の特例の規定でございます。当分の間、第８１条の９

の課税免除規定にかかわらず、県税であります自動車税環境性能割の課税免除の範囲と同

一とすることの規定でございます。条例の改正文にお戻り下さい。改正文の附則で、施行

日を、平成３１年１０月１日としております。以上、改正の内容を説明させていただき、

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。よろしく

お願いいたします。 

○三上定住促進課長（三上直樹） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 三上定住促進課長。 

○三上定住促進課長（三上直樹） 議案第９２号、邑南町研修施設条例の一部改正についてご 

説明申し上げます。２ぺージめくっていただきまして新旧対照表の方をご覧いただきたと

いうふうに思います。邑南町研修施設条例では、第６条使用料において、使用者は別表に

定める額を使用料として納めなければならないと規定しています。本施設の名称は、邑学

館で、島根県立矢上高等学校の寄宿舎である明渓寮の機能を補完する施設としても使用さ

れ、一部の寮生は邑学館に宿泊し、別表右側、現行の基準額に規定する金額を邑南町に納

めています。今年８月矢上高校から、寮生に提供している食事の炊飯業務を外部委託する

旨の報告を受け、外部委託の方法と適切な経費負担について、高校と協議を重ねてまいり

ました。この度３１年度以降の使用料が確認出来たことから、左側改正後（案）の基準額

を邑学館の使用料として提案するものです。１ページ戻っていただいて条例文をご覧くだ
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さい。別表中、２万８，０００円を３万４，０００円に改めるものです。附則でございま

すが、この条例は、平成３１年４月１日から施行するとしております。以上、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいた

します。 

○土﨑建設課長（土﨑由文） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 土﨑建設課長。 

○土﨑建設課長（土﨑由文） 議案第９３号、邑南町特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正に 

ついて、ご説明申し上げます。この度の主な改正、２点ございます。１点目は、新たに住

宅建設の助成制度が創設されたため、今までの特定公共賃貸住宅と新たな補助制度による

地域優良賃貸住宅の２種類の中所得者向け住宅を管理するための条例改正でございます。

２点目は、新たな補助制度を利用して住宅を２棟４戸建設しましたので、第３条並びに第

１３条の別表に地域優良賃貸住宅として２つの住宅を追加する改正でございます。１点目

について、ご説明申し上げます。町では中所得者向け住宅を、平成５年に施行された特定

優良賃貸住宅の供給に関する法律第１８条に基づき、特定公共賃貸住宅として管理、条例

を、管理条例を定め建設及び管理しておりますが、平成１８年、住生活基本法が制定され、

これにより高齢者、子育て世帯等の居住の安定を図る目的で賃貸住宅の供給を促進するこ

となどが基本施策として位置づけられました。また、バリアフリー化された賃貸住宅は少

なく、狭小な賃貸住宅に居住する子育て世帯が数多く存在する実態を踏まえ、平成１９年

度から新たに創設された地域優良賃貸住宅制度要綱により、中所得者向け住宅の建設整備

に対する助成や住宅管理を行うこととなりました。このため２種類の中所得者向け住宅を

管理するための条例改正でございます。また、老朽化による既存住宅の建て替え分として、

新たに中所得者向けの町営住宅を瑞穂地域田所地区の中組団地の敷地内に１棟２戸及び

石見地域中野地区の森実団地に１棟２戸の住宅を建設中でございます。いずれも今月中に

引渡しを受けることとしておりますので、別表に追加をする改正でございます。新旧対照

表の１／１０ページをご覧ください。題名を邑南町特定優良賃貸住宅管理条例に改めま

す。第１条中、基づくの次に特定優良賃貸住宅（を、特定公共賃貸住宅及びの次に地域優

良賃貸住宅制度要綱（平成１９年３月２８日付け国住備第１６０号）に基づく地域優良賃

貸住宅、）及び、を加えます。第２条第１号から、８／１０ページの第３１条２項の間に

ある、特定公共賃貸住宅４０箇所全てを特定優良賃貸住宅に改めます。２／１０ページを

ご覧ください。６条第４号中、同項を削ります。４／１０ですが、第１２条第１項中、明

渡したにひらがなのしを挿入します。５／１０ページをご覧ください、第１５条第３項中、

１月を３０日としてを削り、同条第４項中、明渡したにひらがなのしを挿入します。９／

１０ページから１０／１０ページの別表表中、団地名、戸谷、新段の原、中組、日南原２

号の次にそれぞれ特定公共賃貸住宅を加え、同表に次の２行を加えます。団地名、中組地

域優良賃貸住宅。所在地、邑南町下田所５６１番地１。建設年度、平成３０年度。構造・
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階数、木造・平屋。戸当たり面積、８５．２７㎡。規模、３ＤＫ。戸数、２。家賃、４万

９，０００円。次に団地名、森実地域優良賃貸住宅。所在地、邑南町中野３８６１番地７

号。建設年度、平成３０年度。構造・階数、木造・平屋。戸当たり面積、８３．９０㎡。

規模、３ＤＫ。戸数、２。家賃、４万８，０００円でございます。改正文にお戻りくださ

い。改正後の条例は、公布の日から施行するとしております。邑南町町営住宅管理条例の

一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

○洲濵学校教育課長（洲濵浩敏） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 洲濵学校教育課長。 

○洲濵学校教育課長（洲濵浩敏） 議案第９４号、邑南町学校給食費条例の一部改正について

 ご説明いたします。邑南町では、給食費の保護者などの負担額を合併時に小学校児童・教

 職員２４０円。中学校生徒・教職員２７０円。学校給食会職員２４０円と条例により定め

 ました。以後、平成２６年４月に消費税率が５％から８％になりましたが、給食費は据え

 置き、現在をむかえております。ここ数年食材費の高騰が続いており、平成３０年度予算

 については、食材費の７％を地産地消促進費として助成します。学校給食法第１１条に規

 定されている保護者の負担とするのは、主として食材費などでありますが、今後さらに町

 からの補助金支出の増額が予想されるため、今回給食費の保護者などの負担額を小学校児

 童・教職員２６５円。中学校生徒・教職員３００円。学校給食会職員２６５円に、条例改

 正を行おうとするものです。それでは、新旧対照表をご覧ください。別表中、２４０円を、

 ２６５円に、２７０円を３００円に改めるものです。条例の改正文にお戻りください。附

 則でございますが、この条例は、平成３１年４月１日から施行すると規定いたしておりま

 す。以上、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。

 よろしくお願いいたします。 

●山中議長（山中康樹） 議案の説明の途中でございますが、ここで休憩に入らせていただき 

ます。再開は、午前１０時４５分とさせていただきます。 

―― 午前１０時３０分 休憩 ―― 

―― 午前１０時４５分 再開 ―― 

～～～○～～～ 

（議案第９５号～議案９９号） 

●山中議長（山中康樹） 再開をいたします。 

○石橋町長（石橋良治） はい、議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 石橋町長。 

○石橋町長（石橋良治） 議案第９５号から議案第９９号までの提案理由をご説明申し上げ 

ます。まず、議案第９５号、平成３０年度邑南町一般会計補正予算第６号は、歳入歳出そ

れぞれ７，４４０万円を追加するものでございます。次に、議案第９６号、平成３０年度
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邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号は、歳入歳出それぞれ７５４万６，００

０円を追加するものでございます。次に、議案第９７号、平成３０年度邑南町国民健康保

険直営診療所事業特別会計補正予算第４号は、歳入歳出それぞれ２７万２，０００円を減

額するものでございます。次に、議案第９８号、平成３０年度邑南町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算第２号は、歳入歳出それぞれ１３０万１，０００円を減額するものでご

ざいます。次に、議案第９９号、平成３０年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第２

号は、歳入歳出それぞれ７５万４，０００円を追加するものでございます。以上、詳細に

つきましては、それぞれ、担当課長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○柳川企画財政課長（柳川修司） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 柳川企画財政課長。 

○柳川企画財政課長（柳川修司） 議案第９５号、平成３０年度邑南町一般会計補正予算第６ 

号についてご説明申し上げます。予算書の１ページをお開きください。第１条の歳入歳出

予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ７，４４０万円を追加いたしまして、歳入

歳出予算の総額を１２０億８，０６４万３，０００円とするものでございます。歳入歳出

予算補正の款項の区分及び金額につきましては、２ページから３ページの第１表、歳入歳

出予算補正に記載しております。詳細につきましては、後ほど、予算に関する説明書の事

項別明細書で説明させていただきます。第２条地方債の補正でございますが、ページをめ

くっていただきまして４ページをお開きください。第２表地方債補正でございます。追加

分としまして、現年発生農地補助災害一般単独災害復旧事業債が、起債の適用区分の変更

により６２０万円の追加と、現年発生農業用施設補助災害一般単独災害復旧事業債も同じ

く、起債の適用区分の変更により１，８６０万円の追加と、現年発生林道補助災害一般単

独災害復旧事業債も同じく、起債の適用区分の変更により５３０万円の追加とするもので

ございます。変更分は、公営住宅建設事業債が、社会資本整備総合交付金の追加により３

６０万円減額の５，１１０万円に、現年発生農地補助災害復旧事業債が、起債の適用区分

の変更により２，１４０万円減額の２，６２０万円に、現年発生農地小災害復旧事業債が、

測量委託料の増により３０万円追加に、現年発生農業用施設補助災害復旧事業債が、測量

設計委託料及び工事請負費の増並びに起債の適用区分の変更により、２，４１０万円追加

の３，７７０万円に、現年発生農業用施設単独災害復旧事業債が、測量設計委託料の増に

より８０万円追加の１，８６０万円に、現年発生林道補助災害復旧事業債が、工事請負費

の減及び起債の適用区分の変更により１，１４０万円減額の１，４５０万円に、現年発生

林道小災害復旧事業債が、工事請負費の増により４０万円追加の１７０万円に、現年発生

林道単独災害復旧事業債が、新規の工事請負費発生により１９０万円追加の２８０万円

に、現年発生公共土木施設補助災害復旧事業債が、工事請負費の確定による事務費計上の

ため３０万円追加の２４０万円に、林地崩壊防止事業債が、工事請負費の変更により９０

万円減額の５２０万円に限度額をそれぞれ変更するものです。これにより、地方債の限度
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額の合計を、１５億６，２２５万２，０００円とするものでございます。 

４ページの右側からが予算に関する説明書でございます。表紙をめくっていただきます

と事項別明細書となっております。１ページから３ページは総括表となっておりますので

説明に合わせてご確認ください。説明の方は４ページからさせていただきますので、めく

っていただきまして４ページをお開きください。はじめに、歳入でございます。主なもの

を説明させていただきます。１款町税１項町民税でございますが、１目個人分の１節現年

課税分は、課税対象者の増及び課税標準の増により１，６５２万３，０００円の追加とす

るものでございます。２目法人分の１節現年課税分は、企業収益の減により１，０９４万

２，０００円の減額とするものでございます。２項固定資産税の１目固定資産税の１節現

年課税分は課税標準の決定等により１，１８４万４，０００円の追加とするものでござい

ます。１１款分担金及び負担金１項分担金の６目農林水産業費分担金は、農地有効利用支

援整備事業の事業費決定による受益者分担金の減などにより７３６万３，０００円の減額

とするものでございます。６ページをお開きください。同じく、１１款分担金及び負担金

１項分担金でございますが、１１目災害復旧費分担金は、農地災害復旧事業費の測量設計

委託料及び工事請負費の減並びに農業用施設災害復旧事業費の測量設計委託料及び工事

請負費の増などにより、１６５万１，０００円の追加とするものでございます。１３款国

庫支出金２項国庫補助金でございますが、８目土木費国庫補助金は住宅分の社会資本整備

総合交付金の追加交付により３６７万円の追加とするものでございます。８ページをお開

きください。１４款県支出金２項県補助金でございますが、６目農林水産業費県補助金の

うち１節農業費補助金は、新規就農支援事業補助金が、助成対象者の減などにより３４７

万１，０００円の減額に、農地有効利用支援整備事業費補助金が、事業費決定により７３

７万９，０００円の減額に、経営体育成支援事業補助金が、７月豪雨で江ノ川流域におい

て冠水のため被災した農業機械への補助により、２０３万１，０００円の追加などにより、

合計で７８１万５，０００円の減額とするものでございます。同じく２項県補助金のうち、

１１目災害復旧費県補助金は、農地災害復旧事業費の測量設計委託料及び工事請負費の減

並びに農業用施設災害復旧事業費の測量設計委託料及び工事請負費の増などにより、合計

で２，７３５万円の追加とするものでございます。１０ページをお開きください。１６款

寄附金１項寄附金の１目一般寄附金は、ふるさと寄附の見込み増により１，０００万円の

追加とするものでございます。１７款繰入金２項基金繰入金のうち１目財政調整基金繰入

金は、財源調整のため２５３万９，０００円の追加とするものでございます。１９款諸収

入４項受託事業収入の２目その他受託事業収入は、包括的支援事業受託金のうち社会保障

充実分の増によるもので１４５万円の追加とするものでございます。１２ページをお開き

ください。１９款諸収入５項雑入の２目雑入６節雑入の全国町村会災害対策費用保険給付

金は、加入しております全国町村会災害対策費用保険において本年７月豪雨に対しまし

て、全国町村会からの保険給付金の支払いによるもので３００万円の追加とするものでご
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ざいます。２０款町債１項町債でございますが、先ほど地方債補正で御説明いたしました

ので省略させていただきます。１４ページをお開きください。 

歳出でございますが、主なものをご説明申し上げます。２款総務費１項総務管理費のう

ち１目一般管理費の００１職員給与費は、７月豪雨災害の対応などにより、時間外勤務手

当が不足となる見込みで、４１４万３，０００円の追加とするものでございます。同じく、

１目一般管理費のうち００２一般管理費は、ふるさと寄附金が増となる見込みにより、ふ

るさと基金への積み立て及びふるさと基金による事業を合わせて１，０００万円の追加と

するものでございます。同じく、１項総務管理費のうち１１目情報政策費は、電気通信事

業特別会計への繰出金の調整により５８６万円の減額とするものでございます。１６ペー

ジをお開きください。３款民生費１項社会福祉費のうち８目地域支援事業費は、生活支援

コーディネーターの活動拠点設置による事業費増などにより１４５万円の追加とするも

のでございます。１８ページをお開きください。４款衛生費１項保健衛生費の１目保健衛

生総務費のうち００６直営診療所事業特別会計繰出金は、直営診療所事業特別会計への繰

出金の調整により１２７万２千円の減額とするものでございます。６款農林水産業費１項

農業費のうち２目農業総務費は、９月末をもって退職をいたしました職員人件費１８９万

円の減額とするものでございます。同じく、１項農業費のうち３目農業振興費の０１０新

規就農者支援事業は、助成対象者の減などにより３４７万円の減額とするものでございま

す。２０ページをお開きください。同じく、３目農業振興費のうち０２９経営体育成支援

事業補助金事業費は、７月豪雨で江ノ川流域において冠水のため被災した農業機械への補

助を行うもので２５３万７，０００円の追加とするものでございます。続きまして、５目

農地費の００２農道維持費（石見）は、日和トンネルの照明用ランプ購入によるもので１

１７万７，０００円の追加とするものでございます。同じく、５目農地費の００７農地有

効利用支援整備事業は、事業費の決定により１，４７５万９，０００円の減額とするもの

でございます。６款農林水産業費２項林業費のうち５目治山費は、林地崩壊防止事業の工

法変更及び申請工事費確定などにより１７７万８，０００円の減額とするものでございま

す。２２ページをお開きください。８款土木費４項住宅費の１目住宅管理費のうち００１

住宅管理総務費は、公営住宅使用料の算定誤りに伴う還付金及び還付加算金で６４１万

６，０００円の追加とするものでございます。２４ページをお開きください。１０款教育

費３項中学校費の１目学校管理費は、部活動上位大会への出場に対する補助金の追加交付

分及び羽須美中学校の漏水修理によるもので１９４万７，０００円の追加とするものでご

ざいます。２６ページをお開きください。１１款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費

のうち１目農地災害復旧費の００１農地災害復旧事業費（現年・補助災害）は、工事箇所

数の減などにより２，８７４万１，０００円の減額とするものでございます。続きまして、

２目農業用施設災害復旧費の００１農業用施設災害復旧事業費（現年・補助災害）は、工

事箇所数は減となったものの工事請負費の増などにより１億３０９万１，０００円の追加
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とするものでございます。同じく、２目農業用施設災害復旧費の００２農業用施設災害復

旧事業費（現年・単独災害）は、工事箇所数の増及び工事請負費の増などにより１２８万

８，０００円の追加とするものでございます。続きまして、３目林道災害復旧費の００１

林道災害復旧事業費（現年・補助災害）は、対象路線数の減及び工事箇所数の減などによ

り１，１３２万５，０００円の減額とするものでございます。２８ページをお開きくださ

い。同じく、１項農林水産施設災害復旧費の３目林道災害復旧費のうち００３林道災害復

旧事業費（現年・単独災害）は、２路線２箇所分の工事請負費３０５万９，０００円の追

加とするものでございます。以上、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

○種町民課長（種由美） 議長、番外。 

●山中議長（山中康樹） 種町民課長。 

○種町民課長（種由美） 議案第９６号、平成３０年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正 

予算第３号についてご説明申し上げます。予算書の１ページをお開きください。第１条の

歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ７５４万６，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１４億４，６９５万３，０００円とするものでございます。

詳細につきましては、事項別明細書でご説明申し上げます。予算に関する説明書の事項別

明細書４ページをお開きください。このたびの補正は、国保税の本算定や医療費推計の見

直し及び平成２９年度事業実績等に伴うものでございます。はじめに、歳入でございます。

１款、１項の国民健康保険税でございますが、一般被保険者国民健康保険税及び退職被保

険者等国民健康保険税ともに、本算定に伴い、現年度分が合わせて３６８万８，０００円

の増額でございます。次に５款の県支出金、２項県補助金でございます。２目、保険給付

費等交付金を１，０４６万円減額でございます。これは、普通交付金の交付決定等に伴う

ものでございます。次に、９款繰入金、１項の基金繰入金でございますが、１，２９１万

２，０００円増額でございます。これは、平成２９年度の実績に伴う療養給付費等負担金

の返還金分の財源として でございます。同じく９款、２項の他会計繰入金につきまして

は、一般会計からの繰入として、１９万７，０００円でございます。町単独事業の子ども

医療費の無料化につきまして、国の調整交付金と療養給付費負担金が減額されて交付され

ますので、その減額分を一般会計より補てんするものでございます。平成２９年度の実績

に基づき、補てん分を増額しております。次に、６ページをお開きください。１１款諸収

入、２項の雑入でございます。平成２９年度退職者医療の療養給付費等交付金の追加交付

分として、１２０万９，０００円増額でございます。次に、８ページをお開きください。

歳出でございます。２款保険給付費、１項療養所費でございますが、このたび医療費推計

の見直しを行い退職被保険者等療養給付費につきまして、１，０４６万円減額するもので

ございます。次に、９款の諸支出金でございますが、平成２９年度療養給付費等負担金及

び特定健診や保健指導事業の実績に伴い、返還金として１，８００万６，０００円増額し
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ております。 

続きまして、議案第９７号、平成３０年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計 

補正予算第４号についてご説明申し上げます。予算書の１ページをお開きください。第１

条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ２７万２，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億８，３２２万７，０００円とするものでございます。

詳細につきましては、予算に関する説明書の事項別明細書の４ページをお開きください。

このたびの補正は、県補助金の交付に伴うもの及び診療所間の管理費の賃金等の組替えに

伴うものでございます。歳入でございます。３款の県支出金、２項県補助金でございます

が、地域勤務医師応援事業で補助金が交付されることに伴い、１００万円増額でございま

す。これは、矢上診療所の代診医の交通費補助として交付されるもので、補助率は２分の

１、１００万円が上限額でございます。次に、４款の繰入金、２項他会計繰入金でござい

ます。診療所の運営費補てん分として一般会計から繰り入れておりますが、先程、ご説明

申し上げましたとおり、県から補助金が交付されること、と診療所管理費の減額により、

１２７万２，０００円減額しております。６ページをお開きください。歳出でございます。

１款総務費、１項施設管理費でございます。１目阿須那診療所管理費は、看護師及び事務

職員の賃金の一部を矢上診療所と日貫診療所の管理費に組替えるため、２７万１，０００

円の減額。３目日貫診療所管理費は、事務職員賃金として７万９，０００円増額。４目、

矢上診療所管理費は、看護師賃金などの組替え等により８万円の減額とし、合計２７万２，

０００円減額でございます。 

続きまして、議案第９８号、平成３０年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

第２号についてご説明申し上げます。予算書の１ページをお開きください。第１条の歳入

歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ１３０万１，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ３億５，８９５万４，０００円とするものでございます。詳細

につきましては、予算に関する説明書の事項別明細書でご説明申し上げます。４ページを

お開きください。このたびの補正は、保険料の本算定及び保険料の過年度分還付に伴うも

のでございます。はじめに、歳入でございます。１款、１項の後期高齢者医療保険料でご

ざいますが、特別徴収及び普通徴収保険料の現年度分につきまして、本算定に伴い、合計

１４０万１，０００円減額でございます。次に、５款、繰入金でございますが、一般会計

から事務費繰入金としまして、１０万円増額でございます。６ページをお開きください。

歳出でございます。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項の広域連合負担金でござい

ますが、現年度分保険料の本算定に伴う減額により、同額の１４０万１，０００円を減額

しております。次に、９８款、９８項予備費でございますが、保険料の過年度分還付に充

用させていただくため、１０万円増額でございます。以上、地方自治法第９６条第１項の

規定により議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

○服部総務課長（服部導士） 番外。 
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●山中議長（山中康樹） 服部総務課長。 

○服部総務課長（服部導士） 議案第９９号、平成３０年度邑南町電気通信事業特別会計補正 

予算第２号について、ご説明いたします。予算書の１ページをお開きください。歳入歳出

予算の総額に、歳入歳出それぞれ７５万４，０００円を追加し、総額を４億７，５２５万

１，０００円とするものでございます。詳細につきましては、事項別明細書の４ページを

お開きください。この度の補正は、ＮＨＫ受信料の増と消費税の減額及び還付金により、

歳入歳出ともに調整を行っております。まず、歳入でございますが、２款の使用料及び手

数料は、ＮＨＫ受信料について団体一括の加入促進により増が見込まれるため１１９万

３，０００円の増額でございます。６款の繰入金、２項他会計繰入金は、一般会計繰入金

について、消費税の減額と還付金を受けたことにより５８６万円の減額でございます。８

款の諸収入は、消費税還付金が５４１万５，０００円、消費税還付加算金が６，０００円

の増額でございます。次に６ページをお開きいただき、歳出でございます。１款の総務費

は、説明欄００１電気通信事業一般管理費は、電気代の不足から需用費を３８万１，００

０円の増額、消費税の中間納付額の減少から公課費を６３０万円の減額し、差し引き５９

１万９，０００円の減額、００９団体一括徴収ＮＨＫ受信料支払費は、歳入と同額の１１

９万３，０００円の増額でございます。３款基金積立金は、一般会計繰入金との調整も行

い、５４８万円の積み戻しでございます。４款公債費の元金については、消費税の中間納

付額が減額となったことにより電気通信事業一般管理費へ充当していたインターネット

利用料の一部について、元金へ充当を変更しております。以上、平成３０年度邑南町電気

通信事業特別会計補正予算第２号につきまして、地方自治法第９６条第１項の規定により

議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

●山中議長（山中康樹） 以上で、執行部の説明は終了いたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

散会宣告 

●山中議長（山中康樹） 以上で、本日の日程はすべて議了いたしました。本日は、これにて 

散会といたします。 

―― 午前１１時１３分 散会 ―― 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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